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 下関市では
新たに住居又は店舗等※を建てられる方、増築・リフォー

ムされる方に材料費の一部を補助します。
※市民の来客が見込める店舗や工場及び工房や作業所、倉庫等が対象 
・下関市内に本社又は本店がある工務店で施工するものに限る
・詳細は市内産木材活用促進事業補助金交付要綱をご確認にください。

区 分 補 助 金 額 等

住宅 補助額：5,000円／1㎡
※市内産木材の使用1㎡当たり

上限： ／棟
※申請額の1,000円未満は切り捨て

店舗等 補助額：5,000円／1㎡
※市内産木材の使用1㎡当たり

上限： ／棟
※申請額の1,000円未満は切り捨て

補助対象期間【令和８年度予算分】

令和８年 から令和９年 まで
             ※ただし、令和９年３月３１日までに完成すること。

             ※申請額が予算額に達し次第、申し込みは終了となります。

お問い合わせ先


